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１　緒言
　自己開示とは，自分がどのような人物であるかを
他者に言語的に伝える行為であり，自分自身や自分
自身の経験に直接言及する言表，あるいは自分自身
がにじみ出るような発言である1）．このうち，自分
自身に直接言及する内容としては，家族のことや出
身地，住所や電話番号という個人的な情報が含まれ
ると考えられる．
　他者から個人的な情報を明かされると，私たちは
相手に信頼され，尊重されていると感じ，相手に対
してより親密感を抱くようになる2）．私たちは関心
のある他者と親密な関係を築くために，相手に自身
の個人的な情報について伝えると考えられる．つま
り，私たちが他者に自己開示することと他者から私
たちが自己開示されることは，親しい人間関係を形
成し，維持するために重要と考えられる．
　齊藤は複数の研究結果から，トラウマやつらい出
来事に関する自身の深い感情を自己開示すること
は，自己開示した当人にとって精神的な健康面で利
点をもつことを指摘している2）．また，自己開示す
ることは，苦しい出来事にまつわる罪や恥の感情を
軽減し，その情報を開示することができたという理
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要　　　約

　本研究の目的は，心理専門職としての大学教育を受けている学生に対し，専門職側の個人情報の患
者への自己開示に対して，抵抗を感じるか否か，また実際に行うと考えるか否かについて，専門教育
を受ける期間の長さから検討することである．
　医療現場の実習において患者Ａから尋ねられた14の回答者自身の個人情報を開示することに抵抗感
の有無，開示するか否かについて尋ねる質問紙を実施した．
　分析の結果，自身の個人情報を開示することへの抵抗感や，実際に開示するか否かという判断は個
人情報の内容によって異なり，また専門教育を受けるなかで意識や行動が変化する内容とそうでない
内容があることが明らかとなった．

由で，自分を肯定的にみることを助けることも指摘
している2）．つまり，自己開示によって，自身の精
神的な健康が改善されるだけでなく，自尊心を高め
ることができると考えられる．
　自己開示することは，自己開示された他者が示す
反応によって，社会的な利点がもたらされる2）．自
己開示は自身の状態を他者に伝えることであり，た
とえば自身がつらい状況にあれば，その状況を他者
に知らせることになる．自己開示した人自身がつら
い状況を他者に知らせることで，問題解決のための
情報や実際的な手助けを得るなどの手段的なサポー
トが得られたり，励ましなどのサポートを得ること
が可能となる．つまり，自己開示することは，他者
からのなんらかの社会的なサポートを得る手段にな
りうると考えられる．
　自己開示には様々な利点があるが，私たちが他者
に自己開示をする時に，その相手が誰であるか，あ
るいは自身にとってどのような関係にあるかといっ
た他者の属性を考慮することなく，一方的に他者に
自己開示することはない．男性か女性かといった他
者の性別や友人か知人かといった相手との親密性の
度合いによって自己開示の度合いは異なる1,3,4）．自
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己開示する当人と自己開示される他者は，互いに，
何を，いつ，どこで，どのように伝えあうかを決定
し，また個人的な感情や互いの関係についての気持
ちを明かすのかどうかも決める2）．つまり他者に自
己開示するかどうかは，相手との関係性のなかで，
自己開示する側とされる側の相互の判断によって決
められると考えられる．
　医療や福祉の臨床現場において，患者や利用者が，
専門的な支援を受ける時，支援者に対する患者や利
用者の自己開示は重要と考えられている．臨床現場
での支援者とは，医師や看護師，作業療法士や理学
療法士，言語聴覚士，臨床心理士，生活支援員や介
護福祉士などをさす．いずれの支援者も患者や利用
者と直接的な関わりをもつ．患者や利用者が治療に
主体的に関わっていくためには，患者や利用者が自
身のどのようなことでも支援者に遠慮なく相談し，
疑問に感じたことを質問したり，相談できる環境作
りが重要と考えられる．
　患者や利用者が支援者に質問したり，相談できる
環境作りのために，たとえば，看護師においては，
対人関係能力として看護師側からの自己開示が重要
である3）．患者との関係において，患者への自己開
示が高い人は患者からの自己開示を豊富に引き出し
やすい5）．さらに，看護師の自己開示は，適切に活
用されれば，患者の不安や孤独感が軽減するとされ
ている3）．つまり，患者との治療関係のなかで，看
護師が積極的な自己開示を行っていくことは重要で
あると考えられている．
　将来看護師になるために学んでいる看護学生が患
者に対して自己開示する傾向は，学年があがるにつ
いて高まる6）．つまり，専門教育や臨床現場での実
習のなかで，自身が自己開示することの重要性につ
いて学ぶことで，その意識が高まり，患者に対して
自己開示する傾向が高くなると考えられる．しかし，
その一方で，看護師自身は自己開示の活用に戸惑う
などの問題点が指摘され，看護職における教育の必
要性が指摘されている5）．
　看護師と同様に，セラピストの自己開示とクライ
エントの自己開示には正の相関関係があり，面接回
数が進むにつれ相関関係は強くなると言われてい 
る1）．心理専門職は，セラピストやカウンセラーと
いう立場で，患者やクライエントに心理的な支援を
する．クライエントが自己開示することは，カウン
セリングが成立するための前提条件であり，カウ
ンセリングの進行に伴って自己開示の機会は増え 
る1）．しかし，クライエントの自己開示を引き出す
には，セラピストやカウンセラーの自己開示よりも，
クライエントの問題に深く入ることができる技法を

用いる方が有効であり，セラピストが自己開示する
ことは適切でないと指摘されている1）．集団心理治
療においても，セラピストの自己開示よりも，クラ
イエントが話すように誘導されるなどした方が有効
であると指摘されている1）．また，セラピストの自
己開示は，専門家として期待される役割像からの逸
脱を意味し，クライエントから援助能力がないとみ
られたり，セラピストが精神的に不健康とみなされ
る1）．つまり，セラピストやカウンセラーが自己開
示することは，看護師と違い，治療上必ずしも適切
とはいえないと考えられる．
　自己開示は一般的には利点が多いと考えられてい
る．しかし，医療や福祉の現場での支援者と患者や
利用者との関係では，看護専門職で奨励されること
はあっても，心理専門職においては必ずしも適切と
はされていない．特に心理療法の流派によっては，
中立性や匿名性が優先され，セラピストがクライエ
ントに個人情報を開示することの危険性が強調され
ている7）．専門職としての立場にある人が自己開示
することが適切かどうかは，その専門性の違いだけ
でなく，判断する際に基準となる考え方に相違があ
ると考えられる．
　心理専門職の職業的倫理においてセラピストやカ
ウンセラーの自己開示は適切でないと考えられてい
る．倫理的問題の有無を判断する際に必要な基準と
して職業倫理の７原則がある8）．7原則における第3
原則で相手を利己的に利用しないためには多重関係
を避けることが重要とされているが，多重関係と自
己開示は強く関連している．
　多重関係とはセラピストが，専門家としての役割
とそれ以外の明確かつ意図的に行われた役割の両方
の役割をとっている状況をさす．クライエントの福
祉を最大限向上させるためには，セラピストはクラ
イエントと個人的な関係を結んだり，利害が対立す
るような関係に陥ることがあってはならない．セラ
ピストがクライエントに自己開示することは，両者
の関係にセラピストの日常や人となりが反映され
る．その結果，クライエントがセラピストに対して
友人や恋人などの立場を期待し，通常の専門的関係
以外の関係や役割が加わる恐れがある．クライエン
トがカウンセリング場面以外の生活場面でセラピス
トと接する可能性を実感すると，クライエントはカ
ウンセリング場面で話す内容が自分の日常生活に関
わってくるのではないかと混乱し，十分な自己開示
ができなくなるおそれがある．
　一般的に，看護専門職では推奨されている支援者
側の自己開示は，心理専門職においては治療上から
も倫理上からも適切とはいえない．効果的な心理的
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支援を実現するには，クライエントによる十分な自
己開示を妨げるリスクを最小限にとどめる必要があ
る．無論，倫理的にもセラピストの自己開示は控え
られるべきと考えられる．セラピストが自己開示す
ることは，セラピストとクライエントという枠組み
から逸脱した情報を提供し，本来あるべき心理治療
の関係とは異なる関係を生み出す可能性がある．し
たがって，心理専門職者は，支援者側からの患者や
利用者，クライエントに対する個人情報の開示には
慎重であるべきだと考えられる．
　心理専門職として患者や利用者であるクライエン
トに支援を行っていくためには，自身の自己開示の
適切性についてより強く意識し，その是非について
理解しておく必要がある．殊に，心理専門職を養成
する教育機関においては，心理専門職を目指す学生
が，安易な自己開示が招く事態を知り，適切な自己
開示を自律的に選択できるよう指導することが求め
られる．一般的には，心理専門職者を養成する教育
機関は，学年が上がるにつれて心理臨床の現場を想
定した様々な専門教育を学生に提供している．学年
が上がる過程で学生が確実に心理専門職者としての
学びを深めているとすれば，上級生は下級生に比し
て，自己開示について慎重な姿勢をとるようになる
だろう．
　本研究は，心理専門職として大学教育を受けてい
る学生が，専門職側の個人情報の開示に対して，ど
のようにとらえられているかを明らかにする．特に，
専門教育を受けている学生が，患者への自己開示を
行うことについて抵抗を感じるか否か，また実際に
行うと考えるか否かについて，専門教育を受ける期
間の長さとしての学年による違いが確認されるか否
かを検討する．

２　方法
２. １　調査の手続きおよび調査対象者
　本調査は，2012年3月から5月にかけて，臨床心理
学を専攻する大学生（n=317）を対象に講義等の時
間を利用して，質問紙調査を実施した．調査に際し
て，調査担当者は本調査の目的と調査の協力は任意
であることについて口頭で説明した．質問紙にも同
様の内容を記載した．説明の後，調査者が一斉に質
問紙を配布し，その場で回答を求めた．回答が確認
できた時点で，調査者が個別に質問紙を回収した．
回答に要した時間は約20分であった．
　調査対象者は，317人（男性105人，女性211人，
不明1人），平均年齢は20.0歳（SD3.72）であった．
調査対象者の学年の内訳は，1年生は83名，2年生は
74名，3年生は79名，4年生は81名であった（表1）．

調査対象者が在籍する学科のカリキュラムは，学年
が上がるにつれて臨床心理学の専門科目を受講する
機会が増える構成になっているため，上級生ほど心
理臨床の現場における適切な態度が学べていると考
えられた．
２. ２　質問項目
２. ２. １　属性項目
　学年，性別，年齢などを記入するよう求めた．
２. ２. ２　�自己開示（伝達）に対する抵抗感および

伝達（自己開示）の有無に関する項目
　回答者自身が医療現場で実習し，そこでの患者と
のやり取りが行われた場面を想定した以下の文章を
用意した．
　「あなたは実習生として，学外の病院に実習に行
くことになりました．実習期間中，あなたは実習先
を利用している障害や病気をもっている方々ととも
に１日を過ごすことが予想されています」
　この仮想場面に対して，「実習初日，あなたが１
人でいると，患者Ａさんが声をかけてこられました．
そして，あなたはＡさんに以下の内容についてたず
ねられました」という場面を設定し，複数の個人情
報（計14：『氏名』，『生年月日』，『下宿先の住所』，『帰
省先の住所』，『帰省先の電話番号』，『携帯の電話番
号』，『パソコンのメールアドレス』，『携帯のメール
アドレス』，『アルバイトをしている場所』，『家族構
成』，『所属する大学・学科，出身校（小学校・中学
校・高等学校）』，『趣味』，『好きな芸能人』）を挙げ，
それぞれについて自己開示（伝達）に対する抵抗感
を「抵抗なし」「抵抗あり」の2件法で回答を求めた．
さらに，仮想場面において，回答者自身が実際に自
己開示するか否か（個人情報の伝達の有無）につい
て，「伝える」，「伝えない」の2件法で回答を求めた．
２. ３　分析方法
　調査実施時期の都合上，調査対象者の1年生は講
義および実習も未履修の状態であった．2年生は基
礎心理学系の専門科目のうち講義および実習科目を
既履修，3年生は2年次までの既履修科目に加えて臨
床心理学系の専門科目（講義）を既履修，4年生は3
年次までの既履修科目に加えて，臨床心理学系の専
門科目（講義・実習）を既履修であった．そこで，
臨床心理学系の専門科目について未履修の下級生 

表１　対象者の学年・性別の人数内訳
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（1年生と2年生）と，既履修の上級生（3年生と4年
生）の計2群で自己開示に関わる項目に対する抵抗
感および伝達の有無との関連について分析すること
にした．自己開示に対する抵抗感および伝達の有無
について，下級生と上級生の間に違いが確認される
か否かを分析するため，χ2検定を行った．なお，
期待度数が5以下のセルがある場合は，フィッシャー
の直接確率検定を用いた．
　統計処理は、SPSS Statistics 19を用いて行った。

３　結果
３. １　自己開示に対する抵抗感の有無
　患者Ａさんが尋ねる14の内容（個人情報）につい
て，患者Ａさんに伝えることに「抵抗なし」「抵抗
あり」と答えた人数をまとめたものが表2である．
　分析の結果，『携帯の電話番号』，『パソコンのメー
ルアドレス』，『携帯のメールアドレス』，『出身校
（小学校・中学校・高等学校）』において，統計的
に有意に上級生の方が下級生よりも患者Ａさんに伝
えることに「抵抗なし」と答えた人数が少なく，「抵
抗あり」と答えた人数が多かった．（『携帯の電話番
号』：χ2(1) ＝4.968,p<.05，『パソコンのメールアド
レス』：χ2(1) ＝5.426,p<.05，『携帯のメールアドレ
ス』：χ2(1) ＝7.552,p<.01，『出身校（小学校・中学校・
高等学校）』：χ2(1) ＝6.485,p<.05）．
　『携帯の電話番号』は，「抵抗なし」と答えた下級
生が34人（23.6%），上級生が20人（13.0%），「抵抗
あり」と答えた下級生が110人（76.4%），上級生が
134人（87.0%），『パソコンのメールアドレス』は，
「抵抗なし」と答えた下級生が40人（30.8%），上級
生が25人（17.9%），「抵抗あり」と答えた下級生が
90人（69.2%），上級生が115人（82.1%），『携帯の
メールアドレス』は，「抵抗なし」と答えた下級生
が45人（31.9%），上級生が25人（17.2%），「抵抗あ
り」と答えた下級生が96人（68.1%），上級生が120
人（82.8%），『出身校（小学校・中学校・高等学校）』
は，「抵抗なし」と答えた下級生が138人（94.5%），
上級生が122人（84.7%），「抵抗あり」と答えた下級
生が8人（5.5%），上級生が22人（15.3%）であった。 
３. ２　伝達の有無
　患者Ａさんが尋ねる14の内容（個人情報）につい
て，患者Ａさんに「伝える」「伝えない」と答えた
人数をまとめたものが表3である．
　分析の結果，『携帯の電話番号』，『パソコンのメー
ルアドレス』，『携帯のメールアドレス』，『出身校（小
学校・中学校・高等学校）』において，統計的に有
意に上級生の方が患者Ａさんに伝えることに「抵
抗なし」と答えた人数が少なく，「抵抗あり」と

表２　自己開示に対する抵抗感の有無

注２）* p<.05　　** p<.01　　*** p<.001
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答えた人数が多かった（『携帯の電話番号』：χ2(1)
＝13.497,p<.001，『パソコンのメールアドレス』：
χ2(1) ＝14.652,p<.001，『携帯のメールアドレス』：
χ2(1) ＝13.840,p<.001，『出身校（小学校・中学校・
高等学校）』：χ2(1) ＝10.131,p<.01）．
　『携帯の電話番号』は，「伝える」と答えた下級
生が41人（26.6%），上級生が16人（10.0%），「伝え
ない」と答えた下級生が113人（73.4%），上級生が
144人（90.0%），『パソコンのメールアドレス』は，
「伝える」と答えた下級生が48人（32.0%），上級
生が21人（13.2%），「伝えない」と答えた下級生が
102人（78.0%），上級生が138人（86.8%），『携帯の
メールアドレス』は，「伝える」と答えた下級生が
51人（33.1%），上級生が23人（14.6%），「伝えない」
と答えた下級生が103人（66.9%），上級生が135人
（85.4%），『出身校（小学校・中学校・高等学校）』
は，「伝える」と答えた下級生が146人（94.2%），上
級生が131人（81.9%），「伝えない」と答えた下級生
が9人（5.8%），上級生が29人（18.1%）であった．

４　考察
　分析の結果，個人情報のうち，住所や電話番号，
メールアドレスといった他者が自分自身にアクセス
する際に用いられる個人情報については，上級生は，
他者に伝えることに抵抗を感じ，伝えないという判
断がされ，開示に対して慎重になるということが明
らかとなった．つまり，臨床心理学系の専門教育を
受けたことで，これらの情報を開示することが心理
専門職として，また職業倫理上，適切ではないと判
断されるようになり，開示への抵抗感を強め，開示
しないという選択につながっていくのではないかと
考えられる．
　Kitchner のモデルでは，専門家の倫理的意思決
定は，まず直感的なレベルで行われるとされてい 
る9）．これは，人々が通常の生活の中で学習する「す
べき・すべきでない」という信念や，価値観，経験，
倫理についての知識，道徳的判断力の発達等を基に
行われる判断である9）．今回の研究でとりあげた個
人情報のうち，『下宿先の住所』，『帰省先の住所』，
『帰省先の電話番号』，『携帯の電話番号』，『パソコ
ンのメールアドレス』，『携帯のメールアドレス』と
いった他者が自分自身にアクセスする際に用いられ
る情報については，上級生であっても下級生であっ
ても「抵抗あり」「伝えない」と判断する人数が多
く，なかでも『下宿先の住所』，『帰省先の住所』，
『帰省先の電話番号』については臨床心理学系の専
門教育を受けている上級生の方が「抵抗あり」「伝
えない」という判断が多くなるという変化はみられ

表3　伝達の有無

注３） 数値は度数．（　）内は上級生および下級生に
占める割合．
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なかった．つまり，専門教育を受けている長さでは
なく，日常の生活のなかで一定のレベルの関係性に
ならないと開示しない情報であるという，通常の生
活なかで学習されてきた一般的な判断のもとに判断
される内容でもあったと考えられる．
　『氏名』，『生年月日』，『家族構成』，『所属する大学・
学科』，『趣味』，『好きな芸能人』などは，伝えるこ
とに抵抗がなく，伝えると判断され，かつ専門教育
を受ける長さによってもその判断が高められるとい
う変化はみられなかった．これらの内容は，自身の
おかれている背景や価値観，考え方に関わる内容で
あり，その人の人となりを理解することができる情
報と考えられる．初期の段階での心理専門職の自己
開示は，慎重なクライエントの自己開示を抑制する
ことになり10），自己開示にはタイミングが決定的な
意味をもつとされている．本研究で設定された場面
は実習初日であり，患者との関わりをもちはじめる
初期の段階である．この時期に，自身の背景や価値
観，考え方に関わるような内容を自己開示すること
は適切とはいえない．それにも関わらず，開示に抵
抗がなく，伝えると判断され，かつ，専門教育を受
ける長さによってもその判断に変化がみられなかっ
たことは，心理専門職としての倫理的な判断が十分
にできていなかった可能性が考えられる．
　また，『下宿先の住所』，『帰省先の住所』，『アル
バイトをしている場所』などを開示することは，開
示した相手がその場所にアクセス可能となり，直接
顔を合わせる可能性が高い個人情報である．これら
の内容については，専門教育を受ける長さによって
判断が変化しないということが明らかとなった．『下
宿先の住所』，『帰省先の住所』については，判断が
変化しないものの，他者に伝えることに専門教育を
受ける前から抵抗があり，伝えないと判断されてい
た．その一方で，相手に開示することで直接顔を合

わせる可能性がある『アルバイトしている場所』に
ついては，専門教育を受ける期間によって判断が変
化しないだけでなく，専門教育を受ける前から開示
することに抵抗がなく，伝えると判断されていた．
このような情報が開示されると，日常生活のなかで
支援者と開示した相手が接する可能性が高くなる．
開示した相手が患者とすると，通常の専門的関係以
外の関係や役割が加わることになり，心理治療を進
める上で倫理的に適切といえないと考えられる．
よって，開示の適切性を判断する際に必要な基準や
考え方について，より専門的な教育を行う必要があ
ると考えられる．
　金沢はいくつかの先行研究より，心理専門職は，
倫理綱領や倫理原則などに基づいて「何をすべきか」
はわかるが，実際にそのように行動するとは限らず，
むしろ，実務経験，個人的な価値観や感情，その場
の現実的な状況などに基づいて実際の行動を行うこ
とが多いことを明らかにし，職業倫理について知っ
ていることと実際に行うこととは必ずしも一致しな
いということを指摘している9）．また，職業倫理教
育においては，知識獲得を主眼とするのではなく，
現実場面での行動の仕方や判断力を養うことが必要
と考えられると指摘されている11）．よって，今後は，
心理専門職として大学教育を受けている学生が，専
門職側の個人情報の開示についての倫理的な規範意
識を高めるためには，現実場面での行動の仕方や判
断力を養う教育システムや教育課程での学習が進め
られるよう検討することが必要と考えられる．
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